
 
ドローンを活用した河川巡視・点検への適用検討会 設立主旨 

 

 

近年の急速な技術革新に伴い、各分野でドローンの普及及び利活用が進んでいる。

その中でもカメラ搭載型のドローンは取扱や操縦が複雑でないこと、カメラの性能

が良いことから広く普及しており、河川分野においても、気候変動に伴う洪水の頻

発化・激甚化や担い手確保等の自然的・社会的背景を踏まえ、河川管理の高度化・

効率化を目指し、一部河川では、カメラ搭載型やレーザー搭載型のドローンを用い

た河川巡視・点検が試行実施されている。 

 また、航空法の改正により、自律・自動のドローンによって河川を縦断的に連続

して飛行することが可能となっている。 

一方で、ドローンにより河川の上下流を縦断的に連続飛行し、画像やセンサーデ

ータをリアルタイムで伝送し、AI 等によって自動解析するまでの河川巡視の一連を

ドローンに置き換えるには、ドローン機体の開発状況等を踏まえ、段階的に実施せ

ざるを得ない。 

これらドローンを巡る機体開発や解析技術等を整理し、ドローンを活用した河川

巡視・点検を段階的に実装するため、学識経験者及び関係団体を含めた検討会を設

置し、技術的な検討・助言を「ドローンを活用した河川巡視・点検の手引」に反映

させることを目的として「ドローンを活用した河川巡視・点検への適用検討会」を

開催する。 
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ドローンを活用した河川巡視・点検への適用検討会 
規約 

 
 
第 1 条 （名称） 
 本検討会は、「ドローンを活用した河川巡視・点検への適用検討会（以下「検討会」という。）と称

する。 
 
第 2 条 （目的） 
 本検討会は、無人航空機（以下「ドローン」という。）を河川の巡視・点検への活用を目指し、ドロ

ーンを活用した河川巡視・点検の段階的な実装に向け技術検討を行うことで、河川管理の高度

化・効率化を図ることを目的とする。 
 
第 3 条 （検討事項） 
 検討会は、前条の目的を達成するために、以下の事項について検討・助言を行う。 

 ドローンを活用した河川巡視・点検の手引に関する事項 
 
第 4 条 （構成員） 
 検討会は、有識者等と行政関係者で構成し、別表に掲げるとおりとする。 
 2 議事の内容に応じ、臨時に構成員を追加することができる。 
 
第 5 条 （検討会） 
 検討会には座長を置き、検討会に属する構成員から、水管理・国土保全局長が指名する。 
 2 座長は、検討会の議事を整理する。 
 3 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対し、検討会に出席してその意見を

述べる又は説明を行うことを求めることができる。 
 4 検討会は、ドローンを含む新技術の情報等を扱うことから、公開することで開発者に不利益と

なるほか、無用な混乱を招くおそれがあるため、原則として非公開とする。 
 5 検討会の配付資料は、新技術等を除き公開することを原則とする。ただし、その他の資料に

ついても特段の理由があるときは、座長の判断により非公開とすることができる。 
 6 検討会の議事要旨は、検討会後速やかに作成し、あらかじめ座長に確認のうえ、国土交通省

ホームページに公開するものとする。 
 
（事務局） 
第 6 条 
 検討会事務局は、水管理・国土保全局河川環境課河川保全企画室に置く。 
 
（雑則） 
第 7 条 
 この規約に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 
 
（附則） 
 この規約は、令和６年 10 月 3 日から施行する。 
この規約の変更は、令和７年７月 22 日から施行する。 
この規約の変更は、令和７年 12 月 22 日から施行する。 
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